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新卒採用者の３年以内の離職率、 

平成 30 年は 31.8％ 

◆GW明けは早期離職の時期？ 

例年、５月の大型連休後は、新社

会人など若手が新しい環境に適応で

きずうつ病のようになってしまう、

いわゆる「５月病」の時期とされて

います。特に今年は、10日間もの連

休となったため、「早期離職を考え

る人」「大型連休中に転職活動をし

た人」が例年よりも多い傾向にあっ

たとする一部報道も見られました。 

ここでは、新卒入社３年以内の早

期離職についてとりあげます。 

◆平成 30年間の「３年以内の離職率」

推移 

厚生労働省が毎年公表している

「新規学卒者の離職状況」によると、

新規学卒就職者（本稿では大卒のみ。

以下「新卒採用者」）の３年以内の

離職率は、平成 30 年で 31.8％でし

た。離職率を平成の 30年間で比較す

ると、最も低い年で 23.7％（平成４

年）、最も高い年で 36.6％（平成 16

年）となっており、年によって多少 

 

 

合、人間関係のトラブルや労働条件より

も、「仕事（業務）のミスマッチ」が原

因で辞めてしまうケースが多いようで

す。 

この時期、自社の新卒採用者において

も「仕事が自分に合わない」と感じてい

る者がいないかどうか目を配ってみる

と、離職の予防につながるかもしれませ

ん。 

【厚生労働省「新規学卒就職者の離職状

況（平成 27年３月卒業者の状況）」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0

000177553_00001.html 

【内閣府「平成 30 年版 子供・若者白

書」】 

https://www8.cao.go.jp/youth/whitep

aper/h30honpen/pdf_index.html 

 

 

 

6 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

3 日 

○ 労働保険の年度更新手続の開始＜7

月 10 日まで＞［労働基準監督署］ 

 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税

額の納付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提

出＜前月以降に採用した労働者が

いる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提

出＜前月以降に一括有期事業を開

始している場合＞ 

［労働基準監督署］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額の

納付［郵便局または銀行］ 

7 月 1 日 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の

納付＜第 1 期分＞［郵便局または

銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局

または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出

［年金事務所］  

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計

器使用状況報告書の提出［公共職

業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険

の被保険者でない場合）＜雇入

れ・離職の翌月末日＞［公共職業

安定所］ 

雇入時及び毎年一回 

○ 健康診断個人票［事業場］ 

 

 （い い 労 務） 

の変動はあるものの、昨年の 31.8％結

果は平均値に近いものとなっていま

す。いつの時代も、おおむね３～４人

に１人の新卒採用者が、３年以内に辞

めてしまうと言えます。 

ちなみに、業種別では、離職率が高

い順に、宿泊業・飲食サービス業

（ 49.7％）、教育・学習支援業

（46.2％）、生活関連サービス業

（45.0％）という結果でした。 

◆「３年以内の離職」の理由１位とは？ 

では、新卒採用者は、具体的にどの

ような理由で早期離職しているので

しょうか。 

内閣府「平成 30年版 子供・若者白

書」によれば、初職の離職理由（複数

選択可）として最も多く挙げられたの

は「仕事が自分に合わなかったため」

（43.4％）で、２位以下の「人間関係

がよくなかったため」（23.7％）、「労

働時間、休日、休暇の条件がよくなか

ったため」（23.4％）を大きく引き離

す結果となりました。新卒採用者の場 

 


